
ここからは身体拘束についての資料です。



※身体拘束廃止未実施減算の変更については、記録していれば、拘束して良いということではありません。少しで
も本人の負担が軽くなる方法がないか、短時間ですまないか、拘束しなくてすむように、働きかけられることはな
いか、経過観察しながらの再検討が重要です。減算があるから、基準で決まっているから、してはいけないのでは
なく、身体拘束は虐待に相当する行為であると認識してご対応いただきたいと思います。








